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●
約
５
５
０
項
目
に
つ
い
て
の
評
価

病
院
の
機
能
評
価
と
は
、
患
者
さ
ん
や
地

域
の
方
が
適
切
な
医
療
を
安
心
し
て
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
(財)
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
が

多
方
面
に
わ
た
っ
て
医
療
機
関
の
評
価
を
行

う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
各
医
療
機
関
の
優

劣
を
比
較
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
病
院
が
自
ら
優
れ
て
い
る
点
や
改
善
す
べ

き
点
を
把
握
し
、
医
療
に
お
け
る
一
層
の
質

の
向
上
や
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
つ
な
げ
て
い

く
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

審
査
は
、
診
療
部
門
・
看
護
部
門
・
事
務

管
理
部
門
な

ど
、
病
院
機

能
を
６
つ
の

領
域
に
分
け

て
、
専
門
的

な
立
場
か
ら

中
立
的
、
客

観
的
に
約
５

５
０
項
目
に

つ
い
て
評
価

が
行
わ
れ
ま

す
。

●
更
な
る
医
療
の
質
・
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
へ

機
能
評
価
の
認
定
を
受
け
て
い
る
病
院
は
、

全
国
で
２，
２
９
９
病
院
（
平
成
19
年
１
月
22

日
現
在
）
あ
り
、
市
民
病
院
も
、
平
成
９
年

12
月
に
（
県
下
で
は
、
２
番
目
）
認
定
を
受

け
、
有
効
期
限
で
あ
る
５
年
を
経
て
、
平
成

16
年
２
月
に
再
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

今
回
、
さ
ら
に
質
の
高
い
医
療
や
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
病
院
を
目
指
す
た
め
、
現

在
の
評
価
基
準
で
あ
る
「
病
院
機
能
評
価
Ｖ

ｅ
ｒ．

５
」
の
認
定
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
11
月
に
審
査
を
受
け

る
予
定
で
す
。

現
在
、
医
師
不
足
な
ど
に
よ
り
、
市
民
病

院
は
大
変
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、

医
療
に
対
す
る
関
心
や
要
求
が
ま
す
ま
す
高

く
な
っ
て
い
る
中
、
地
域
を
支
え
る
市
民
病

院
と
し
て
質
の
高
い
、
意
識
の
高
い
病
院
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

病
院
機
能
評
価

市民病院管理課
243-2511（代表）
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平
成
19
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
・
税
額

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期

仮
算
定
（
第
１
・
２
期
）

第
１
・
２
期
の
税
額
は
、
平
成
18
年
中
の

総
所
得
金
額
な
ど
が
確
定
し
な
い
た
め
、
平

成
18
年
度
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
税
額

を
基
に
、
仮
に
算
出
し
ま
す
。

本
算
定
（
第
３
〜
９
期
）

第
３
〜
９
期
の
税
額
は
、
確
定
し
た
平
成

18
年
中
の
総
所
得
金
額
な
ど
を
基
に
、
算
出

し
ま
す
。

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯
の

世
帯
主
が
納
税
義
務
者
に
な
り
、
世
帯
主
に

納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
納
期
限
ま
で

に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

国
保
税
の

計
算
方
法

国
保
税
に

は
、
医
療
分

と
介
護
分

（
40
〜
64
歳

の
方
が
対
象
）

が
あ
り
、
下

表
の
税
率
を

基
に
算
定
し

ま
す
。

課
税
の
最

高
限
度
額
は

年
額
で
医
療

分
が
53
万
円
、
介
護
分
が
９
万
円
で
す
。

月
割
り
で
計
算
し
ま
す

年
度
の
途
中
で
国
保
に
入
っ
た
時
や
抜
け
た

時
は
、
月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。
国
保
を
抜
け

た
場
合
は
、
国
保
に
入
っ
て
い
た
月
数
で
税
額

を
再
計
算
し
、
納
め
す
ぎ
て
い
る
場
合
は
国
保

税
を
お
返
し
し
ま
す
。

◇
支
払
っ
た
国
保
税
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申

告
の
所
得
申
告
の
時
に
、
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
所
得
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

市
民
課
国
保
年
金
係

2
４
４
―

３
１
１
３

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
係

2
２
３
―

９
２
１
２

期 納付期間
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期

4月16日(月)～ 5月 1日(火)
6月18日(月)～ 7月 2日(月)
8月16日(木)～ 8月31日(金)
9月18日(火)～10月 1日(月)
10月16日(火)～10月31日(水)
11月16日(金)～11月30日(金)
12月17日(月)～12月25日(火)
1月16日(水)～ 1月31日(木)
2月18日(月)～ 2月29日(金)

●平成19年度国保税納期

所得割

資産割

均等割

平等割

所得割

資産割

均等割

平等割

（被保険者ごとの前年の総所得金額-33万円）×5.2％
固定資産税（都市計画税、償却資産を除く）×31.0％
被保険者1人に対して25,800円
加入世帯に対して26,400円
（被保険者ごとの前年の総所得金額-33万円）×0.7％
固定資産税（都市計画税、償却資産を除く）×4.0％
被保険者1人に対して6,500円
加入世帯に対して4,000円

介
護
分

医
療
分

納期限
5月 1日(火)
7月 2日(月)
8月31日(金)
10月 1日(月)
10月31日(水)
11月30日(金)
12月25日(火)
1月31日(木)
2月29日(金)


